
令和２年 4 月 28 日（火） 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、一時利用を見合わせております。 

見合せの時期については５月末までを予定しておりますが、状況により延長となる 

場合があります。御不便をおかけいたしますが、御理解・御協力をお願いいたします。 
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